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平成22年7月分

物品等又は役務の名称
及び数量

契約者の氏名及び所在地
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随意契約によることとした理由 備　　　　　考

日本留学フェア（国際
教育展：中国）の実施
に係る2010年中国国際
教育展 展示スペース等
の申込み　一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H22.7.14

Rm. 1105 Tower B, SOHO
New Town, No. 88
Jianguo Rd. · 100022
Beijing
Fairlink Services Ltd
中国

－ 20,695,400 － 0

本フェアの実施は、CEAIEが毎年開催している
中国国際教育展へのブース出展により行う。
主催者であるCEAIEは、中国国際教育展の運営
を“Fairlink Services Ltd.”に業務委託して
いることから、契約できる相手方は他に存在せ
ず、競争を許さないことから本機構会計規程第
１６条第１項及び契約事務取扱細則第２３条第
１項第１号（契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合）に該当するため。

1,608,000RMB

日本留学フェア（台
湾）実施業務委託　一
式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H22.7.16 傑士達文化事業有限公司
台湾

－ 17,140,260 － 0

本契約は、日本留学フェア開催国の実施都市に
おいて、わが国への留学を検討している者に対
し、効果的に広報及び現地における諸準備を実
施するため、①日本留学の事情に精通している
こと、②併せて現地の留学事情にも精通してい
ること、③フェア実施のノウハウがあることが
必要であるが、このような条件を満たす相手先
が台湾には他になく、本機構会計規程第16条第
１項及び契約事務取扱細則第23条第1項第1号
（契約の性質又は目的が競争を許さない場合）
に該当するため。

5,713,420台湾ドル

日本留学フェア（イン
ドネシア）実施に係る
会場設営・広報・印刷
等業務　一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H22.7.20
PT.Dyandra
Communication
インドネシア

－ 4,771,071 － 0

本契約はフェアの開催地であるインドネシアの
現地業者と契約するものである。複数の事業者
の見積書において最低価格を提示していること
から、本機構会計規程第16条第１項及び契約事
務取扱細則第23条第１項第11号（外国で契約を
する場合）に該当するため。

425,988,464ルピア

日本留学フェア（韓
国：プサン）実施に係
る海外業務 一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H22.7.8

社団法人釜山韓日交流セ
ンター
釜山広域市釜山鎮区田浦
２洞６６０－１番地 韓信
ＶＡＮ Ｏ／Ｔ １５０１
－２号

- 5,870,934 - 0

日本留学フェア開催国は、わが国への留学を検
討している者に対し、効果的に広報及び現地に
おける諸準備を実施し、日本への留学経験者で
構成される帰国留学生会を共催期間として実施
する必要があるが、韓国国内に他にこの要件を
満たせる相手先がいないことから、本機構会計
規程第１６条第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項（契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合）による随意契約とする。

83,870,490ウォン

随　意　契　約　一　覧
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随　意　契　約　一　覧

日本留学フェア（韓
国：ソウル）実施に係
る海外業務 一式

独立行政法人日本学生支援
機構 理事長 梶山 千里
神奈川県横浜市緑区長津田
町4259

H22.7.8

社団法人韓日協会
ソウル市瑞草區瑞草洞１
３１９-１１斗山Ｂ/Ｄ７
０１號

- 8,303,518 - 0

日本留学フェア開催国は、わが国への留学を検
討している者に対し、効果的に広報及び現地に
おける諸準備を実施し、日本への留学経験者で
構成される帰国留学生会を共催期間として実施
する必要があるが、韓国国内に他にこの要件を
満たせる相手先がいないことから、本機構会計
規程第１６条第１項及び契約事務取扱細則第２
３条第１項（契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合）による随意契約とする。

118,621,6900ウォン
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